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阪急嵐山駅周辺イベント２０２０（仮称）企画運営業務 

募集要項 

 
 

募集期間  令和２年８月１７日（月）～令和２年８月３１日（月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付及び問合せ先 

京都市西京区役所地域力推進室企画担当 石井，大野 

〒615-8522 京都市西京区上桂森下町２５－１ 

電話：０７５－３８１－７１５８ 
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令 和 ２ 年 ８ 月 １ ７ 日 
西 京 区 長 

 

 阪急嵐山駅周辺イベント２０２０（仮称）企画運営業務に関する受託候補者の選定

に当たり，公募型プロポーザル方式による企画競争選定を行いますので，次のとおり

公募します。 

 
１ 受託候補者選定等のスケジュール 

受託候補者選定及び契約の締結に当たっては，下表のとおり行います。 

内容 期日 備考 

参加意思確認書（第１号様

式） 

令和２年８月２４日（月） 

午後５時まで 

 

質問書（自由様式） 令和２年８月２４日（月） 

午後５時まで 

回答には１～２日を要

する場合があります。 

企画提案書（第２号様式） 令和２年８月３１日（月） 

午後５時まで 

 

見積書（第３号様式）  

配置従事者調書（第４号様

式） 

 

類似業務に係る実績調書

（第５号様式） 

必要に応じ参考資料（Ａ

４サイズ）を添付してく

ださい。 

事業者の概要（自由様式） 業務体制や営業内容が

わかる資料（Ａ４サイ

ズ）を添付してくださ

い。 

受託候補者の選定結果通知 令和２年９月上旬  

受託候補者との協議 令和２年９月中旬  

契約の締結 令和２年９月中旬  

 

２ 委託業務の概要 

(1) 委託業務名 

阪急嵐山駅周辺イベント２０２０（仮称）企画運営業務 

(2) 委託業務の内容 

 別紙「阪急嵐山駅周辺イベント２０２０（仮称）企画運営業務委託仕様書」のと

おり。 

(3) 履行期限 

契約日の翌日から令和３年３月３１日（水）まで 

(4) 契約上限額 
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 １，３００千円（消費税及び地方消費税相当額を含みます。） 

 

３ 応募者の資格に関する事項 

 応募者は次の資格要件を満たしていなければなりません。 

(1) 京都市競争入札等取扱要綱第２条第１項各号に掲げる資格を有する者であること。 

(2) 応募者の公募開始日から選定結果の通知の日までの期間に，京都市競争入札等取

扱要綱第２９条第１項の規定に基づく競争入札参加停止の期間が含まれていない

こと。 

(3) 過去５年以内に本業務と類似する業務を実施した実績があること。 

(4) 参加意思確認書（別紙１号様式）を提出期日までに提出したものであること。 

 

４ 受託候補者の選定方法 

 別紙「阪急嵐山駅周辺イベント２０２０（仮称）企画運営業務受託候補者評価要領」

のとおり。 

 

５ 企画提案書の提出 

 (1) 提出書類 

ア 企画提案書（第２号様式） 

イ 見積書（第３号様式） 

※内訳書を添付してください。（様式自由） 

ウ 配置従事者調書（第４号様式） 

エ 類似業務に係る実績調書（第５号様式） 

※必要に応じ，参考資料を添付してください。 

オ 事業者の概要（業務体制，営業内容等）が分かる資料 

(2) 提出部数 

５部（正本１部，副本４部） 

(3) 提出期限及び方法 

ア 提出期限 

  令和２年８月３１日（月）午後５時まで 

 ※ 区役所閉庁日は受理できませんので御注意ください。 

   また，区役所開庁日における受付時間は，午前９時から午後５時までとなり 

  ます。 

イ 方法 

   ６（1）まで郵送（必着）又は持参により提出してください。 

   これ以外の方法による提出は受理しません。 

 

６ 問合せ先，提出先等 

(1) 問合せ先及び提出先 

京都市西京区役所地域力推進室企画担当（担当：石井，大野） 
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電  話  ０７５－３８１－７１５８ 

住  所  京都市西京区上桂森下町２５－１ 

Ｅメール  nisikyo@city.kyoto.lg.jp 

(2) 問合せ方法 

ア 本公募についての問合せは，原則としてＥメールにより，令和２年８月２４日

（月）午後５時までに行ってください。 

イ 問合せに対する回答は，上記問合せ期限の翌日から起算して概ね２日以内（西

京区役所の閉庁日を除きます。）に，Ｅメールにて回答します。 

 

７ 選定結果の通知及び公表 

審査による選定結果，参加した事業者，評価点，選定した理由等は，企画提案書を

提出した応募者に対し文書により通知するとともに，ホームページで公表します。 

 

８ 契約の締結 

(1) 選定された受託候補者とは，評価した企画提案書を基に協議を行い，仕様書を再

度作成のうえ，契約を締結します。 

なお，受託候補者との協議が整わない場合，評価点の高い提案者と順次契約に関

する協議を行います。 

(2) 提案内容を適切に反映した委託業務仕様書の作成のために，業務の具体的な実施

方法等について説明を求めることがあり，必要に応じて，提出された見積価格と異

なる価格で契約することがあります。 

(3) 契約後において，企画提案書に虚偽の記載が行われていることが判明した場合は，

契約を取り消すことがあります。 

 

９ その他 

(1) 応募者は，受託候補者選定期間中及び本業務履行期間中は，企画提案書に記載さ

れた担当者を変更することはできません。ただし，その変更に合理的な理由があり，

同等の業務が実施できることを条件に本委員会が承諾する場合はこの限りではあ

りません。 

(2) 企画提案書作成に要する費用は，応募者の負担とします。 

(3) 提出された企画提案書は，返却しません。 

(4) 提出された企画提案書は，京都市情報公開条例第６条第１項の規定に基づく請求

書が提出された場合には，受託候補者の選定が完了した後において，これを請求者

に公開します。ただし，京都市情報公開条例第７条第２号に該当する場合を除きます。 

(5) 企画提案書の提出後，本委員会の判断で補足資料の提出を求めることがあります。


